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十
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一
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農
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正
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へ
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す
る
質
問
主
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農
林
水
産
省
の
汚
染
米
不
正
転
売
問
題
に
係
る
国
会
議
員
に
よ
る
資
料
要
求
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

米
加
工
販
売
会
社
三
笠
フ
ー
ズ
に
よ
る
汚
染
米
の
不
正
転
売
問
題
に
関
し
、
農
林
水
産
省
が
野
党
か
ら
資
料
の
提
出
を
求

め
ら
れ
た
場
合
に
、
農
水
省
が
独
自
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
事
前
に
自
由
民
主
党
の
許
可
を
得
る
様
、
自
民
党
よ
り
農

水
省
に
対
し
て
指
示
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
、
本
年
十
月
一
日
付
の
新
聞
が
報
じ
て
い
る
が
、
自
民
党
か
ら

農
水
省
に
対
し
て
右
の
様
な
指
示
が
な
さ
れ
た
の
は
事
実
か
。
ま
た
、
自
民
党
か
ら
の
指
示
を
受
け
、
農
水
省
が
同
省
職
員

に
指
示
内
容
に
つ
い
て
通
知
す
る
文
書
（
以
下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。
確
認
を

求
め
る
。

二

一
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
文
書
」
に
は
、
�
野
党
か
ら
の
資
料
請
求
を
受
け
て
新
規
作
成
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、

官
房
総
務
課
に
登
録
す
る
、
�
官
房
総
務
課
が
登
録
資
料
を
取
り
ま
と
め
、
一
日
一
回
程
度
、
自
民
党
の
国
対
副
委
員
長
に

相
談
す
る
、
�
提
出
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
担
当
課
が
修
正
す
る
な
ど
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
右
は
事
実
か
。

三

農
水
省
に
お
け
る
「
文
書
」
作
成
の
担
当
部
署
並
び
に
担
当
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

国
政
調
査
権
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
十
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
五
号
）
で
政

一



府
は
「
い
わ
ゆ
る
国
政
調
査
権
は
、
憲
法
第
六
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
国
会
の
権
能
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
そ
れ

が
適
正
に
行
使
さ
れ
、
国
会
の
国
政
調
査
活
動
が
十
分
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
る
よ
う
、
政
府
の
立
場
か
ら
許
さ
れ
る
最
大

限
の
協
力
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、
「
文
書
」
作
成
の
元
と
な
っ
た
自
民

党
の
指
示
に
対
し
、
政
府
は
ど
の
様
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。
右
は
国
政
調
査
権
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
の

か
。

五

汚
染
米
不
正
転
売
問
題
に
係
る
情
報
、
資
料
の
提
供
に
つ
い
て
、
野
党
へ
の
情
報
提
供
を
制
限
さ
せ
よ
う
と
す
る
自
民
党

の
行
為
並
び
に
そ
れ
を
受
け
た
農
水
省
の
「
文
書
」
の
作
成
は
、
同
問
題
の
解
決
、
今
後
の
再
発
防
止
、
ひ
い
て
は
国
民
の

食
の
安
心
安
全
確
保
に
資
す
る
も
の
か
。
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


